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一般会計
［歳入の部］ （単位:円）

収入額

1,040,000

40,000

2,632

0

1,561,706

2,644,338

［歳出の部］
款 項 支出額

１、会議費 0

25,757

56,760

185,642

0

0

4,440

147,940

0

3,940

11,153

84,845

19,155

500

0

30,000

４、慶弔費 47,220

153,440

110,714

268,968

300,000

1,450,474

総収入額　2,644,338円　-　総支出額　1,450,474円　＝　次年度への繰越額　1,193,864円

特別会計（周年行事積立）
［歳入の部］ ［歳出の部］

金　　額 金　　額 備　　考

740,010 周年行事実施費用 0 #REF!

300,000 備品購入 0

64 次年度への繰越金 1,040,074 #REF!

1,040,074 合計 1,040,074 #REF!

2026（令和8）年3月31日

大阪市立大領小学校ＰＴＡ

2026（令和8）年3月31日

大阪市立大領小学校ＰＴＡ 会 計 監 査 委 員 

ソフトボール部 30,000 活動費

2025（令和7）年度　大阪市立大領小学校　ＰＴＡ会計決算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

款 項 本年度予算額 備　　考

１、保護者からの会費 942,500 2500円×416世帯(3月31日まで徴収済分）

２、教職員からの会費 41,000 1000円×40名

雑収入 0 預金利息

その他収入 0

会費

前年度繰越金 1,561,706

合計 2,545,206

目 本年度予算額 備　　考

各種会議費 20,000

事務用品・消耗品費 80,000 事務用品・消耗品（輪転機インク代等）

通信運搬費 80,000 Wi-Fi代、郵便代

分担費 200,000 PTA情報漏洩補償費・分担金

PTA会議室維持費 30,000

その他、需要費 5,000

学級委員会 20,000 ベルマークだより印刷代等

広報委員会 260,000 広報誌作成費

生涯教育委員会 0 休会

329,000 ハピフェス等

保健厚生委員会 7,000 給食試食会等

PTA全体行事費

科　　　目 備　　考 科　　　目

援護費 91,000 保護者証用ストラップ等

予備費 814,206 パソコン2台、入学式用フォトスポット等

他会計繰出金 300,000 特別会計へ積立金

合計 2,545,206

４、サークル活動費

バレーボール部 30,000 活動費

卓球部 30,000
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２、需用費

３、委員会活動費

５、児童福祉費

委員会活動予備費 30,000 PTAだより年間購読費、ビブス

慶弔費 34,000 教職員用花（卒業式）、離任式用花等

褒章報償費 140,000 卒業式諸費用

人権啓発委員会 15,000 大領校区内意見交換会

上記の通り2025（令和7）年度
ＰＴＡ会費決算報告を致します

会計帳簿を監査した結果、上記の通り
適正かつ正確であることを認めます

前年度よりの繰越金 #REF!

2025年度積立金

雑収入 預金利子

合計 #REF!





 

     は削除 

ゴシック体は追加 

 

改正後 改正前 改正理由 

［第１条～第３条 略］ 

 

［第１条～第３条 同左］ 

 

 

第３章  方  針 

第４条 この会は、教育を本旨とする民主的な社会教育団体

として次の方針に従って活動する。 

⑴ 在学児童の教育並びに福祉のために活動する諸団体及

び諸機関と協力する。 

［⑵～⑷ 略］ 

第３章  方  針 

第４条 この会は、教育を本旨とする民主的な社会教育団体

として次の方針に従って活動する。 

⑴ 在学児童の教育並びに福祉のために活動する諸団体お

よび諸機関と協力する。 

［⑵～⑷ 略］ 

 

 

 

・漢字表記を統一するため。 

［第４条～第 11 条 略］ 

 

［第４条～第 11 条 同左］ 

 

 

第６章  運営委員会とその選挙 

第 12 条 この会の運営委員会は、次の運営委員から構成さ

れる。 

⑴ 運営代表 若干名 

⑵ 運営担当 若干名 

 

 

第６章  運営委員会とその選挙 

第 12 条 この会の運営委員会は、次の運営委員から構成さ

れる。 

⑴ 会 長 若干名 

⑵ 副会長 若干名 

⑶ 書 記 若干名 

⑷ 会 計 若干名 

 

 

・会長を運営代表、その他の運

営委員を運営担当と称する。 

・運営委員の役職を撤廃する。 

 



改正後 改正前 改正理由 

第 13条 運営委員の任期は、１年とする。ただし、再選は妨

げない。 

 

第 13 条 運営委員の任期は、１年とする。ただし、再選は妨

げない。また、運営委員は引き続いて他の運営委員に選任

されることができる。 

 

・運営委員の役職を撤廃するた

め。 

第 14条 運営委員の選出・就任は次の通り行われる。 

⑴ 運営委員の立候補を全会員から募る。 

 

［⑵～⑷ 略］ 

 ⑸ 運営委員は、互選により運営代表を定める。 

 

第 14 条 運営委員の選出・就任は次の通り行われる。 

⑴ 運営委員候補者（役職含む）の立候補を全会員から募

る。 

［⑵～⑷ 同左］ 

（新設） 

・運営委員の役職を撤廃するた

め。 

 

 

・運営代表の選出方法を明記す

るため。 

第７章  運営委員会の任務 

第 15 条 運営委員会は、この会の運営に関する事項を協議

し、次の職務を行う。 

⑴ 会務の執行及び総括 

⑵ 常置委員会及び特別委員会の設置並びに委員の選任 

 

⑶ 総会及び実行委員会の招集 

⑷ 各委員会との連絡調整 

 

⑸ この会の資産の管理 

 

第７章  運営委員の任務 

第 15 条 会長は次の職務を行う。 

 

⑴ この会を代表し会務を総括する。 

⑵ 常置委員会並びに特別委員会の委員長及び副委員長

は運営委員の合意を得て任命する。 

⑶ 総会及び実行委員会を招集する。 

⑷ 各委員会（会計監査委員は除く）に出席して意見を述

べることができる。 

⑸ この会の資産を管理する。 

 

・内容に即した名称に変更する

ため。 

・運営委員の役職を撤廃し、旧

役員の職務をまとめて記載す

るため。 

第 16条 運営委員は、次の職務を行う。 

⑴ 会議の記録及び関係書類の保管 

⑵ 会計事務の処理及び予算の立案への協力 

第 16条 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職

務を代行する。 

 

・運営委員の全役職の業務を、

運営委員としての業務とする

ため。 



改正後 改正前 改正理由 

⑶ 会員に対する活動参加の呼びかけ 

⑷ その他、運営委員会の決定に基づく業務 

・運営委員から活動参加を呼び

掛けることを明記するため。 

第 17 条 運営代表は、運営委員会の意思に基づき、必要に

応じてこの会を代表する。 

 

第 17 条 書記は、次の職務を行う。 

⑴ 総会及び実行委員会の議事並びに、この会の活動に関

する重要事項を記録する。 

⑵ 記録、その他の書類を保管する。 

⑶ 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。 

 

第 18 条 会計は、次の職務を行う。 

⑴ 総会で決定した予算に基づいて、いっさいの会計事務

を処理する。 

⑵ 予算の立案に協力する。 

⑶ 会計簿を保管し、会員が閲覧を求めた場合には閲覧に

供する。 

⑷ 会計監査を受け、会員に報告する。 

 

・各役職の業務を削除するた

め。 

・運営代表の役割を明記するた

め。 

第 18 条 運営委員会の決定は、対面による会議のほか、書

面または電磁的方法による協議により行うことができる。

電磁的方法による場合は、記録が残る方法により行うもの

とし、参加した運営委員の合意をもって決定とする。ただ

し、合意に至らない場合は、運営委員の過半数をもって決

する。 

 

（新設） 

 

・運営委員会の意思決定方法を

明記するため。 

第 19 条 この会は、必要に応じて運営を補助する者として （新設） ・運営サポーターについて明記



改正後 改正前 改正理由 

運営サポーターを置くことができる。 

 

２ 運営サポーターは次のとおりとする。 

⑴ 本校に在籍する児童の保護者及び教職員以外の者と

する。 

⑵ 議決権を有しない。 

⑶ 無償とする。 

⑷ 運営委員会が適任と認めた者を推薦し、総会の承認を

受けて選任する。 

⑸ 任期は 1年とし、再任は妨げない。ただし通算 2年を

上限とする。 

⑹ 運営委員会の求めに応じて助言及び支援を行う。 

⑺ 会の意思決定に関与しない。 

⑻ この会の名を用いて対外的に意思表示を行ってはな

らない。 

 

 

 

するため。 

［第 20 条～第 24 条 略］ 

 

［第 20 条～第 24 条 同左］ 

 

 

第９章  総  会 

［第 25 条～第 26 条 略］ 

第 27 条 総会審議は、場合により、集会形式または書面形

式（電磁的記録を含む）で行えるものとする。また、書面

形式（電磁的記録）で行う場合は、次の通り行われる。 

⑴ 運営委員会が総会の決議の目的である議案について提

案を行う。 

第９章  総  会 

［第 25 条～第 26 条 同左］ 

第 27 条 総会審議は、場合により、集会形式または書面形

式（電磁的記録を含む）で行えるものとする。また、書面

形式（電磁的記録）で行う場合は、次の通り行われる。 

⑴ 会長が総会の決議の目的である議案について提案を行

う。 

・会長の職務を運営委員会の役

割に変更するため。 



改正後 改正前 改正理由 

［⑵ 略］ 

 

［⑵ 同左］ 

 

第 28 条 実行委員会が必要と認めるとき、または、会員の

３分の１以上の要請があったときは、運営委員会は総会を

招集する。 

［第 29 条～第 31 条 略］ 

 

第 28 条 実行委員会が必要と認めるとき、または、会員の

３分の１以上の要請があったときは、会長は総会を招集す

る。 

［第 29 条～第 31 条 同左］ 

 

・会長の職務を運営委員会の役

割に変更するため。 

第 10章  実行委員会 

第 32 条 実行委員会は、この会の運営委員、各常置委員会

のリーダー、サブリーダー及び校長、教頭、実行委員会担

当の教職員をもって構成される。 

［第 33 条 略］ 

 

第 10 章  実行委員会 

第 32 条 実行委員会は、この会の運営委員、各常置委員会

のリーダー、サブリーダーおよび校長、教頭、実行委員会

担当の教職員をもって構成される。 

［第 33 条 同左］ 

 

 

・漢字表記を統一するため。 

 

第 34条 実行委員会は、運営委員会が必要と判断した場合

に開催する。また、決議は出席者の総意によってこれを行

う。 

［第 35 条 略］ 

 

第 34 条 実行委員会は、会長が必要と判断した場合に開催

する。また、決議は出席者の総意によってこれを行う。 

 

［第 35 条 同左］ 

 

・会長の職務を運営委員会の役

割に変更するため。 

第 11章  常置委員会、特別委員会 

第 36 条 この会の活動に必要な事項について、調査研究、立

案及び実施するために次の常置委員会を置く。ただし、実

行委員会の協議により、必要に応じて委員会を休止するこ

とができる。 

⑴ つながるリサイクル委員会 

第 11 章  常置委員会、特別委員会 

第 36 条 この会の活動に必要な事項について、調査研究、立

案及び実施するために次の常置委員会を置く。ただし、実

行委員会の協議により、必要に応じて委員会を休止するこ

とができる。 

⑴ 学級委員会 

 

 

 

 

 

・実態に即した名称に改めるた



改正後 改正前 改正理由 

⑵ 広報委員会 

⑶ 学び・体験委員会 

⑷ 給食・食育委員会 

⑸ 安全・見守り委員会 

 

⑵ 広報委員会 

⑶ 生涯教育委員会 

⑷ 保健厚生委員会 

⑸ 人権啓発委員会 

 

め。 

第 37条 この会は、特定の目的を遂行するため、運営委員

会の決定により特別委員会を置くことができる。 

 

第 37 条 この会の特定の目的を遂行するために、必要ある

ときは特別委員会を置くことができる。 

 

・特別委員会の設置方法を明記

するため。 

第 38 条 特別委員会は、本会の会員のみをもって構成す

る。会員以外の者は委員となることができない。他の委

員との兼任を妨げない。 

 

（新設） ・特別委員会の構成員について

明記するため。 

第 39 条 特別委員会の運営については、常置委員会の規定

を準用する。ただし、委員の構成は運営委員会が定め

る。 

 

（新設） ・特別委員会の運営について明

記するため。 

第 40 条 ［略］ 

 

第 38 条 ［同左］ ・条番号を繰り下げるため。 

第 41 条 常置委員会の任務及び活動は、次の通りとする。 

⑴ つながるリサイクル委員会 

ア．ベルマークの回収及び整理を行う。 

イ．標準服等のリサイクル活動の運営及び管理を行う。 

ウ．回収物品の活用を通じて、学校支援に資する活動を行

第 40条 常置委員会の任務及び活動は、次の通りとする。 

⑴ 学級委員会 

ア．保護者と教職員の最も基本的な話し合いの場であり、

あらゆる PTA 活動の基盤となるように努める。 

イ．教育環境が、より好ましくなるように努める。 

・条番号を繰り下げるため。 

・実態に即した名称及び活動内

容に改めるため。 

 

 



改正後 改正前 改正理由 

う。 

⑵ 広報委員会 

ア．会員に対して、PTA 活動及び学校行事等に関する情報

を伝達する。 

 

 

イ．PTA 広報誌を年 1 回以上発行し、校内を中心に配布す

る。 

⑶ 学び・体験委員会 

ア．会員を対象とした研修・学習機会の企画及び運営を行

う。 

イ．必要に応じて、会員または児童を対象とした講演会・

講習会・体験活動等を実施する。 

ウ．学校と連携し、家庭教育の充実に資する活動に協力す

る。 

⑷ 給食・食育委員会 

 

 

ア．学校給食に関する活動に対し協力する。 

イ．給食試食会等を通じて、食育に関する理解を深める。 

ウ．必要に応じて、学校の関連行事に協力する。 

 

⑸ 安全・見守り委員会 

ア．児童の登下校における安全確保に関する活動を行う。 

ウ．ベルマーク等の整理をする。 

⑵ 広報委員会 

ア．会員に対して情報を伝達する。 

 

イ．地域社会に対して、この会の認識と理解を深め、進ん

で協力を得るように努める。 

ウ．機関紙を年 1 回以上発行する。 

 

⑶ 生涯学習委員会 

ア．会員の教養を高めるために、学習活動を推進する。 

 

イ．学校教育に対する理解と認識を深めるように努める。 

 

ウ．地域における社会教育の推進に協力する。 

 

⑷ 保健厚生委員会 

ア．在学児童の健康増進を図り、会員の保健衛生に対する

理解を深めるように努める。 

イ．学校の保健事業及び体育行事に協力する。 

ウ．学校給食が十分な効果をあげるように努める。 

エ．家庭における児童の食改善につくす。 

オ．会員の健康増進と体力の向上を図る。 

⑸ 人権啓発委員会 

ア．学習会や研修会を通して、全会員の人権意識の向上に

・実態に即した活動内容に改め

るため。 

 

 

 

 

・実態に即した名称及び活動内

容に改めるため。 

 

 

 

 

 

・実態に即した名称及び活動内

容に改めるため。 

 

 

 

 

 

 

・委員会の名称及び活動内容を

実態に合わせるため。 



改正後 改正前 改正理由 

 

イ．地域の見守り活動に協力する。 

 

ウ．必要に応じて、学校及び地域関係団体と連携する。 

 

努める。 

イ．日常的、継続的な人権啓発活動としての広報活動に努

める。 

ウ．地域関係諸団体との連携を図り、その活動に協力する。 

 

第 42 条［略］ 

第 43 条［略］ 

第 44 条［略］ 

第 45 条［略］ 

第 46 条［略］ 

第 47 条［略］ 

第 48 条［略］ 

第 49 条［略］ 

 

［附則 １ 略］ 

 

第 41 条［同左］ 

第 42 条［同左］ 

第 43 条［同左］ 

第 44 条［同左］ 

第 45 条［同左］ 

第 46 条［同左］ 

第 47 条［同左］ 

第 48 条［同左］ 

 

［附則 １ 同左］ 

 

 

 



＜第３号議案＞

令和８年度　ＰＴＡ委員

運営委員会の運営代表および各常置委員会のリーダー・サブリーダーは、各委員会において互選により選出されます。

運営委員会
６年　榮 ５年　松岡 ４年　星

５年　置本 ４年　中村 ２年　西

５年　道山

＜常置委員会＞

つながるリサイクル 広報 学び・体験 給食・食育 安全・見守り
５年　賀來 ６年　樫木 （候補者なし） ４年　金城 ４年　山中

５年　矢上 ４年　奥 ３年　藤井

１年　渡邊

サポート委員
※サポート委員は、規約第 16条第3項及び第43条に基づき、各委員会活動を補助する委員として位置づけられています。

６年　尾﨑 ４年　井上 ４年　松田 ２年　北川 ２年　濵岡

６年　土崎 ４年　片倉 ３年　中本 ２年　小柳 ２年　早水

５年　安原 ４年　上元 ３年　日野 ２年　田中 ２年　免

５年　力衛 ４年　島 ３年　山里

会計監査委員会 ５年　豊田 ４年　森
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